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1,531万人

＜2020年比＞

7,470万人

3,613万人

△26%（△1,930万人）

【人口】 2020年 12,615万人 2050年 10,469万人全国

（
人
口

単
位
：
百
万
人
）

527万
人

1,132万
人

244万
人

565万
人

1,027万
人

243万
人

県庁所在都市

１０万人規模

○ 地方都市では三大都市圏よりも早く人口減少が始まっており、今後、更なる人口の減少が見込まれる。

○ 特に、老年人口が増大するのに対し、生産年齢人口は大幅に減少すると見込まれ、地域活力の低下が懸念される。

老年人口

生産年齢人口

幼年人口

※ 「三大都市圏（既成市街地）」＝首都圏・近畿圏・中京圏の既成市街地。
 「県庁所在都市」＝三大都市圏を除く、道県庁を有する市。
 「人口１０万人クラス」＝三大都市圏、県庁所在都市を除く、人口６万人～１５万人の市町村。

583万
人

1,559万
人

281万
人

三大都市圏
（既成市街地）

※国勢調査（令和２年）【総務省統計局】、日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）【国立社会保障・人口問題研
究所】を元に国交省都市局にて作成。

（最多）2010年 12,806万人

（最多）2015年 1,902万人

（最多）2000年 1,932万人

（最多）2025年 2,426万人（予測）

＋8％（＋275万人）

△32%（△491万

人）

→

△17％（△2,146万人）

【人口】 2020年 1,902万人 2050年 1,６１２万人→

△15％（△283万人）

＜2020年比＞

△25%（△280万人）

＋14％（＋76万人）

△31%（△73万人）

【人口】 2020年 1,814万人 2050年 1,350万人→

△26％（△464万人）

＜2020年比＞

△35%（△357万人）

＋３％（＋14万人）

△41%（△92万人）

【人口】 2020年 2,426万人

2050年 2,333万人→

△4％（△90万人）

＜2020年比＞

△12%（△190万人）

＋26％（＋152万

人）

△19%（△53万人）

規模別に見た人口の将来の姿（2050年推計）
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地方都市の現状と課題
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県庁所在地の人口の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く）

（人口 単位：万人）

（年） （年）

（面積 単位：km2）

1970年→2020年

DID面積は倍増

〈１都市あたりの平均人口〉

1970年→2020年

人口は約２割増加

約50年前の

1970年と同水準

〈１都市あたりの平均DID面積〉

出典：国勢調査
国立社会保障・人口問題研究所（令和5（2023）年推計）

○多くの地方都市では、

・急速な人口減少と高齢化に直面し、地域の産業の停滞もあり活力が低下

・住宅や店舗等の郊外立地が進み、市街地が拡散し、低密度な市街地を形成

・厳しい財政状況下で、拡散した居住者の生活を支えるサービスの提供が将来困難になりかねない状況にある。

○こうした状況下で、今後も都市を持続可能なものとしていくためには、都市の部分的な問題への対症療法では間に合わず、
都市全体の観点からの取り組みを強力に推進する必要。

地方都市の現状と課題
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○ 都市のコンパクト化は、縮退均衡を目指すものではなく、居住や都市機能の集積による「密度の経済」の発揮を通じて、
・ 生活サービス機能維持や住民の健康増進など、生活利便性の維持・向上
・ サービス産業の生産性向上による地域経済の活性化（地域の消費・投資の好循環の実現）
・ 行政サービスの効率化等による行政コストの削減
・ 災害リスクを踏まえた居住等の誘導や防災対策の実施による居住地の安全性強化
などの具体的な行政目的を実現するための有効な政策手段。

コンパクト・プラス・ネットワークのねらい

○医療・福祉・商業等の生活
サービスの維持が困難に

○公共交通ネットワークの縮小・
サービス水準の低下

■ 地域経済の衰退

■ 都市の生活を支える機能の低下

○地域の産業の停滞、企業の撤退

○中心市街地の衰退、
低未利用地や空き店舗の増加

○社会保障費の増加

○インフラの老朽化への対応

■ 厳しい財政状況

⚫ 生活サービス機能の維持・アクセス確保などの利
用環境の向上

⚫ 高齢者の外出機会の増加、住民の健康増進

⚫ サービス産業の生産性向上、投資誘発

⚫ 外出機会・滞在時間の増加による消費拡大

⚫ 行政サービス、インフラの維持管理の効率化

⚫ 地価の維持・固定資産税収の確保

⚫ 健康増進による社会保障費の抑制

コンパクトコンパクト
生活サービス機能と居住を
集約・誘導し、人口を集積

まちづくりと連携した公共交通
ネットワークの再構築

＋
ネットワーク

⚫ エネルギーの効率的利用
⚫ ＣＯ２排出量の削減

中心拠点や生活拠点が
利便性の高い公共交通で結ばれた
コンパクト・プラス・ネットワーク

高齢者や子育て世代が安心・快適に生
活・活躍できる都市環境

地域内での消費・投資の好循環の実現

財政面でも持続可能な都市経営

カーボンニュートラルな都市構造の実現

○ 人口減少・高齢者の増加
○ 拡散した市街地
○ 頻発・激甚化する自然災害

都市を取り巻く状況

コンパクト・プラス・ネットワークによる効果の例

生活利便性の維持・向上等

地域経済の活性化

行政コストの削減等

地球環境への負荷の低減

都市が抱える課題

■ 都市部での甚大な災害発生
○被害額の増加、都市機能の喪失

⚫ 災害リスクを踏まえた居住誘導、対策の実施
災害に強い防災まちづくりの実現

居住地の安全性強化
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○  都市再生特別措置法及び地域公共交通活性化再生法に基づき、都市全体の構造を見渡しながら、居住や医療・福祉・商業等の都
市機能の誘導と、それと連携して、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通ネットワークの構築を推進。

○  必要な機能の誘導に向けた市町村の取組を推進するため、計画の作成・実施を予算措置等で支援。

◆区域外の居住の緩やかなコントロール
○一定規模以上の区域外での住宅開発について、
届出、市町村による働きかけ

立地適正化計画 （市町村が作成）
【改正都市再生特別措置法】（平成26年8月1日施行）

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロール
○誘導したい機能の区域外での立地について
届出、市町村による働きかけ

〇誘導したい機能の区域内での休廃止について
届出、市町村による働きかけ

◆区域内における居住環境の向上
○住宅事業者による都市計画等の提案制度

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定

公共交通沿線への
居住の誘導

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
○福祉・医療施設等の建替等のための容積率の緩和
○公的不動産・低未利用地の有効活用

◆歩いて暮らせるまちづくり
○歩行空間の整備支援

国土交通大臣の認定

関係法令の特例・予算支援の充実

Ｚ

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導

歩行空間や自転車
利用環境の整備

立地適正化計画

連携

好循環を実現

コンパクト・プラス・ネットワーク

地域公共交通
計画

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

乗換拠点
の整備

地域公共交通計画 （市町村・都道府県が作成）

【改正地域公共交通活性化再生法】
（令和５年10月１日施行）

①地域公共交通利便増進実施計画①地域公共交通利便増進実施計画

ダイヤ・運賃等の
調整による公共交
通サービスの改善

②地域旅客運送サービス継続実施計画②地域旅客運送サービス継続実施計画

○地域公共交通の維持が困難
と見込まれる場合、地域旅客
運送サービスの継続を図るべく、
地方公共団体が、関係者と
協議の上、公募により新たな
サービス提供者を選定

○路線等の見直し
○等間隔運行、定額制乗り放
題運賃等のサービスを促進 等

◆まちづくりとの連携
◆地方公共団体が中心となった地域公共交通
ネットワークの形成の促進

認定を受けた実
施計画に基づき、
新たな運送
を実施

コンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度
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立地適正化計画による居住の安全確保（防災指針の概要）

〇 居住の安全確保等の防災・減災対策の取組を推進するため、都市再生特別措置法の一部を改正し、立地適正化計画に「防災指
針」を記載することを位置づけ、令和２年9月7日より施行。

〇 立地適正化計画においては原則として災害リスクの高いエリアを居住誘導区域に定めないこととするとともに、居住誘導区域での適切な
避難誘導等の防災・減災対策を「防災指針」として位置付ける。

■防災指針に基づくハード・ソフトの取組

（ベース：地理院地図）

イメージ

居住誘導区域

都市機能誘導区域

イメージ

■都市の災害リスクの高い地域等の抽出

■災害リスク分析と都市計画情報の重ね合わせ

防
災
ま
ち
づ
く
り
の
将
来
像
・
目
標
と
取
組
方
針
の
設
定

防災指針の手引き：https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000035.html

避難場所に向かう避難路 避難地となる公園浸水しない建物がどこにあるかハザードエリアがどう分布しているか

土地や家屋の嵩上げ

移転の促進

開発規制や立地誘導等の
土地利用方策

防災まちづくり活動
の支援

○家屋倒壊等氾
濫想定区域

○防災指針の概要
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立地適正化計画の作成・取組状況

430

192

114

77

14

8

427

45

34

20

10

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～5万人(N=857)

～10万人…

～20万人…

～50万人(N=97)

～100万人…

100万人以上…

取組あり

【都市規模別の取組状況】【全国の取組状況】

立地適正化計画の作成都市は年々増加中、都市規模にとらわれず、取組都市が拡大

R7（R7.3）の目標達成

都市計画区域を有する
1,374市町村のうち、

９０７市町村が計画作成中

６３６市町村が計画公表済
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立地適正化計画の実効性向上に向けたあり方検討会 とりまとめ
～持続可能な都市構造の実現のための『立適＋（プラス）』～

○ 平成26年度から立地適正化計画に基づくコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりが進められてきている中、より実効性を発揮し、持続可能な都市構造の実
現と都市経営の改善に寄与するよう、取組の裾野拡大と適切な見直し（評価と必要に応じた変更）を図っていくことが重要。

○ 本検討会において、今後の取組の方向性や国、都道府県及び市町村において期待される取組をとりまとめ。

持続可能な都市構造の実現のため 立地適正化計画は『立適 』へ
～市町村による適切な見直し（＝『まちづくりの健康診断』）により、実効性をプラスした計画へ～

市町村による適切な見直し(＝『まちづくりの健康診断』)の推進

●効率化、精度統一化に資するデータ整備の推進

●市町村による『まちづくりの健康診断』の推進
・見直しの必要性の理解の促進
・地方公共団体の負担を軽減しながら見直しができるようなデータの整備、
標準的な評価構造、見直しの方策の提示
→広域的な視点からの見直しも可能なデータの提供
→中長期的な都市の体質改善状況が把握可能な時系列データの整備

・民間データも含めたデータの全国的な整備
・算定方法等の標準化 ・継続性を考慮したデータ整備
・新技術活用 ・広域分析可能 ・オープンデータ化

地方公共団体や国民一人
一人への周知・広報の工夫、
施策効果の整理、横展開等

これまでの
成果と課題

・計画作成・取組市町村数は順調に増加
・必要性が高い市町村でも取組が進んでいない場合がある

・居住と誘導施設の誘導区域内への誘導は、概ね２／３の市町村で進んでいる
・見直しを実施していない市町村がある、評価方法が市町村によって異なる

●取組の必要性も加味した取組の推進

・各市町村の意向のみならず、取組の必要性も加味した取組を推進
・各市町村の状況に加え、周辺を含んだ広域の状況も加味し、必要性を判断

●取組が進まない要因に対する対策を実施

広域含む計画の作成・
見直し推進に向けた人材等
の確保

プラス

＋

②広域的な連携が困難
広域的視点からの課題の把握を容易に
周辺市町村との調整をより強力にサポート

③政策判断が困難
直接的な効果に加え間接的な効果を明確化
都市経営上のメリットを説明可能に

④実施体制の確保が困難
計画作成に必要な人材等の確保

⑤地元合意が困難
住民や関係各者の理解醸成の促進

●評価構造、評価指標の統一性確保の推進

・間接効果や施策の取組状況も含めて評価を実施
・評価に影響を与える要素や統計上の誤差等も考慮

アウトプット指標：居住と都市機能の誘導状況を把握する指標
インプット指標：誘導施策等の取組状況
アウトカム指標：防災・公共交通・財政・土地利用等の状況を

把握する指標

国による推進策の方向性

取組の方向性① 取組の必要性を踏まえた更なる裾野拡大

『まちづくりの健康診断』体系の確立

・評価体系を構築し、データを標準化
・見直しの方策の提示
・未作成市町村への訴求にも活用

・都道府県や広域主体の役割の明確化
・周辺、関連市町村等へのデータ提供
・連携方法やノウハウ等の情報提供

取組の方向性②

都市計画基礎調査等を活
用した全国のデータ整備と
算出方法等の標準化

広域連携の推進
制度・効果の理解醸成 人材確保等への支援データ整備・標準化

※省庁横断による支援が必要な推進策については、コンパクト・プラス・ネットワーク形成支援
チーム等を活用

※都道府県とのより緊密な連携により、市町村への働きかけやデータ整備、広域連携を推進

①的確な現状認識が困難
市町村が都市課題や取組状況についてのデータを入手でき、
周辺市町村との比較が可能な仕組みの構築

持続可能性
交通 防災

生活利便性
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まちづくりの健康診断の概要イメージ

市町村

①評価用レポートを提供
※直接、間接指標のみ国が入力

●居住誘導区域内人口割合

●都市機能誘導区域内誘導施設割合

＋居住誘導区域内人口密度
＋過去トレンドとの比較

＜間接指標（アウトカム指標）＞

防災公共交通

財政土地利用

＜直接指標（アウトプット指標）＞

＋一定の都市機能の
都市機能誘導区域内割合

xx pt

xx pt

＋＜施策取組状況(インプット指標)入力フォーム＞

＜直接指標（アウトプット指標）＞

施策取組状況
(インプット指標)

＋＜特殊要因入力フォーム＞

＜間接指標（アウトカム指標）＞

特殊要因

②インプット評価等を入力し、提出

誘導施策

都市計画に基づく施策

その他の取組

災害等の発生

経営状況悪化による企業撤退

その他

③全国の結果をもとに、
見直しの方策案等を情報提供

A市 診断書

B市 診断書

C町 診断書

＜直接指標＞

＜間接指標＞

＜施策取組状況＞

＜特殊要因＞

誘導施策案
・D市 公共交通軸沿線への立地補助
・E町 子育て支援施設の整備

都市計画に基づく施策案
・B市 居住調整地域の指定

【イメージ】

・・・

国

アウトプット指標及びアウトカム指標の
全国標準的なデータ整備

新技術等も活用した
データ整理方策を検討

データを蓄積した上で
効果的な見直しの方策に係る事例分析

○立地適正化計画の見直し（評価と必要に応じた変更）の取組主体は引き続き市町村が担う
一方、国、都道府県も以下のように連携し協力を行う。⇒ 一連の取組を、『まちづくりの健康診断』として体系化
・ 国はまちづくりの健康診断の実施にあたり、基礎的なデータ・直接指標・間接指標を記載した評価用レポートを整備し市町村へ提供
・ 市町村は、評価用レポートを確認するとともに、施策取組状況（インプット評価等）や特殊要因を入力し、都道府県、国へ送付
・ 国は市町村から受領したデータを蓄積し、都市特性等に応じた見直しの方策案等を市町村等へ提示
・ 都道府県はまちづくりの健康診断を広域的な視点から確認し、広域連携の必要性や周辺市町村に関する情報提供を可能な範囲で実施

広域な視点にたった追加分析 広域連携や周辺市町村に関する情報提供・働きかけ各種資料のとりまとめ、送付都道府県

健康診断に基づく
立地適正化計画の

見直し

健康診断に基づく
政策の
見直し

A B
C

※施策取組状況、特殊要因を市町村が入力

※あくまで案の提示であり
施策実施を強制するものではない

xx pt

xx pt xx pt

xx pt

＜市町村基礎情報＞ ＜市町村基礎情報＞
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中播磨圏域（姫路市、たつの市、太子町、福崎町）の立地適正化の方針

○広域での地域公共交通網形成計画
2市2町での広域的な交通の方針の作成に向け

て調整中

（中播磨圏域の立地適正化の方針）
平成29年3月27日

JR本竜野駅

JR姫路駅

山陽姫路駅

太子町太子町

姫路市姫路市

たつの市たつの市

福崎町福崎町
JR福崎駅

背景・課題

・人口減少・高齢化を背景に、鉄道路線を軸として沿線自
治体が必要な都市機能を分担・連携することの必要性が
増大。

・平成27年以降、沿線自治体や交通事業者からなる勉強
会・協議会を設立し、各都市の役割分担や連携のあり方
について検討。

・広域的な都市機能の集積を図るべき地区を姫路駅周辺、
その他の地域的な都市機能の集積を図るべき地区を各拠
点に設定し、公共交通の利便性や現状の施設立地状況を
踏まえつつ、高次都市機能増進施設の役割分担を整理し、
公共交通事業者も参加して広域方針を作成。

・公共交通事業者と協力して今後の公共交通の利活用促
進を目指しつつ、広域方針と整合した立地適正化計画を
各市町ごとに作成。

姫路市（姫路駅周辺）

姫路市（飾磨駅、野里駅、網干駅、山陽網干駅、
    広畑駅・夢前川駅、はりま勝原駅 等）

たつの市（本竜野駅・市役所周辺、竜野駅 等）

太子町（役場周辺）

福崎町（福崎駅、役場周辺）

広域都市機能集積地区（姫路駅周辺）
姫路駅前に大規模店舗、医療系専門学校を誘致、民間病院と公
営病院を統廃合等により、高度で多様な都市機能の強化を図るとと
もに、国際競争力の強化や県を代表する顔としてふさわしい風格のあ
る都市空間の形成を図る。

地域都市機能集積地区
広域都市機能集積地区と連携しつつ、広域行政機関（国県機
関）、高度医療施設、大規模商業施設等の高度な都市機能を役
割分担し、維持・充実を図る。
また、他の地区との距離を勘案した配置や、連携による相互補完に
ついても考慮する。

徒歩等利用圏域

居住誘導区域

分野 高次都市機能 役割分担

医療機関

三次救急医療機関（救命救急セン
ター）

姫路市

二次救急医療機関 姫路市・たつの市

教育機関

大学 姫路市・福崎町

短期大学 姫路市

専修学校 姫路市

スポーツ施設
等

総合公園
姫路市・たつの市・太子

町

主要コンベンション施設 姫路市

商業施設 百貨店、大型SC等 姫路市・たつの市

＜高次都市機能増進施設の設定及び役割分担＞

複数自治体による広域的な立地適正化の方針の策定広域連携

○立地適正化計画及び地域公共交通網形成計画※の策定状況

都市機能の役割分担と連携（都市機能集積地区の位置づけ）役割分担

●周辺都市との公共交通施策の連携

福崎町地域公共交通網形成計画
姫路市と連携し、公共交通空白地で新たなバス路線を
運行することで、福崎町、姫路市の双方にある移動・通
勤等需要や、潜在的な利用者の創出を図る。

公共交通利便性の高い区域への居住推進役割分担

・鉄道駅等周辺に集積する広域・地域都市機能の利便性を活かし
た居住の推進を図る。
・鉄道駅からの徒歩圏や、鉄道駅にバス利用でアクセス可能な圏域
を基本として、各都市が居住誘導区域を設定。

＜イメージ図＞

出典：中播磨圏域の立地適正化の方針

※現在の地域公共交通計画

都市名 立地適正化計画

姫路市 H30.3
たつの市 H29.3
太子町 H30.7
福崎町 H29.3

地域公共交通計画

R3.7
H29.3

-
H30.3

R3.7

R6.3
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立地適正化計画の実効性を一層高めるためには、各市町村がそれぞれの域内で取組を行うのみならず、市町村域を越えた広域的な
取組を進めていくことが重要である。一方で、広域連携を進めるに当たっては市町村間での合意形成にハードルがあるため、これを克服
するための取組を国として推進する。更に、都道府県が広域連携に積極的に関与し、広域的な立地適正化の取組を行う場合に支援
を強化する。

A市計画

市町村域を越えた広域連携の強力な推進

○ EBPMアクションプラン2024に基づく広域連携まちづくりの効果・課題を検証・分析し、市町村域を越えた広域連携まちづくりを推進する。
○ 持続可能な都市構造の実現に向けて、CO2排出量の状況および業務施設等が持つ役割を分析し、その成果をまちづくりの健康診断等で横展開す
ることで、広域における立地適正化計画の高質化や広域連携の強力な推進につなげる。

広域的な立地適正化の取組の更なる推進

○ 広域連携を推進するため、都道府県による広域的な立地適正化の方針の作成に対する支援を強化する。
【コンパクト・プラス・ネットワーク関係経費】

【先導的まちづくり調査】

○ 都道府県が作成した広域的な立地適正化の方針に基づく都市機能の整備等への支援を推進する。

【都市構造再編集中支援事業、都市再生整備計画事業、まちなかウォーカブル推進事業、都市・地域交通戦略推進事業】

A市

B市

C市

高度医療病院

博物館

大型イベントホール

広域公園都道府県の関与による
市町村間連携の誘発

市町村域を越えた
公共交通の強化

広域都市機能の
分担配置による広域連携

都道府県が作成する広域的な立地適正化の方針のイメージ

広域圏における都市機能の配置方針

都市機能の配置方針に合わせた、
都市機能へのアクセス性の確保方針

A市計画

B市計画

C市計画

各立地適正化計画に展開

令和8年度概算要求より抜粋
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◎「メリハリ」をつけた点検・調査：
埼玉県八潮市における道路陥没事故の教訓を踏まえ、
点検・調査を技術化・重点化

まちづくり計画と連携したインフラ老朽化対策の実施

まちづくり計画と連携したインフラ老朽化対策広域的な都市圏のコンパクト化

インフラ老朽化対策の計画をまちづくりの計画と一体的に
策定し、インフラの集約・再編、修繕・更新等を的確に実施、
地域の将来像に即してストックを適正化

◎管理者への見える化：自治体の取組状況を「見える化」し、自治体の意識を醸成し、更なる取組を喚起

◎住民への見える化  ：マッピング等を通じて分かりやすく住民に対して発信、住民の主体的参画の機運を醸成

『見える化』
の推進

広域的な都市圏のコンパクト化の推進による
地域社会の持続可能性の向上

≪まちづくり計画と公共施設等の老朽化対策の計画との連携≫

■自治体による広域のまちづくりの計画の作成

広域の立地適正化の方針等

市町村域を越えた広域のまちづくり
広域的な立地適正化の方針の作成 等

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度
を維持するエリアを設定

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度
を維持するエリアを設定

連携

優先順位に基づいた措置を実施

【 自治体のインフラ長寿命化計画等 】 

点検結果を
計画に反映

計画

点検

まちづくり計画を
踏まえた優先順位を
設定

修繕・更新
集約・複合化等

八潮市の事故を
踏まえた

安全性確保の徹底

➢ 人口減少とインフラ老朽化が進む中、広域的な都市圏のコンパクト化の推進による地域社会の持続可能性の向
上と、まちづくり計画と連携した老朽化対策(修繕・更新、集約・複合化等)の推進によるインフラ機能の確実
かつ効率的な確保を図る
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点検箇所、方法等
を技術化・重点化
（メリハリ）

安全のハザード

社会的影響



各インフラの個別施設における老朽化対策の実態把握
（「インフラ長寿命化基本計画に基づくフォローアップ調査」）

内閣府 警察庁 こども家庭庁 総務省

・学校施設
・社会教育施設

・医療_公的医療機関
・福祉_効率施設

・農業水利施設
・漁港施設

・工業用水 ・自然公園施設 ・官庁施設 等

道路
・橋梁 ・トンネル
・大型の構造物

河川・ダム
・河川構造物
・ダム、堤防

砂防
・砂防設備

・地すべり防止 施設 等

海岸
・堤防、護岸 等
・水門、樋門 等

上水道
・上水道施設

鉄道
・鉄道 ・軌道

・索道

自動車道
・橋 ・トンネル
・大型の構造物

航路標識
・灯台 ・灯標 等

公園
・都市公園

住宅
・公営住宅
・UR賃貸住宅

下水道
・管路施設
・処理施設 等

港湾
・係留施設
・外郭施設 等

空港
・空港土木施設
・空港機能施設

➢ 2013年にインフラ長寿命化基本計画を策定し、各インフラ管理者における取組を推進

➢ 今年度より、国土交通省所管に加えて、他府省庁が所管するインフラも対象に、各インフラ管理者における個別施設
ごとの対策の進捗状況を把握。その際、個別施設ごとのまちづくり計画等との連携状況についても実態を把握
（国・都道府県・市町村等をあわせて、約90分野の施設、延べ約920,000管理者を対象に実施）

■フォローアップ調査の主な内容

※R7年度調査（調査項目は年度により異なる）

今年度、まちづくり計画との連携状況や基礎データ（人口や財政状況等）を踏まえ、対策の実施状況や健全性等について
比較・分析を実施。来年度を目途に、自治体ごとの「見える化」を実施し、老朽化対策の更なる加速化につなげる

調査項目 調査内容

① 施設数

② 点検・診断

④ 修繕・更新

③ まちづくりとの
連携等

⑤ 新技術の活用等

●管理者数 ●施設総数
●建設から一定年数経過した施設の割合

●施設ごとの点検・診断頻度
●点検・診断の進捗状況
●健全度判定区分
（健全度判定区分毎の施設数）

●修繕・更新対象施設数
●事後保全段階、予防保全段階の
施設の修繕・更新等の進捗状況

●まちづくりの計画等との連携状況
●集約・再編の取組数
●官民連携（PPP/PFI）の実施状況
●広域・多分野の取組数

●新技術の導入状況
●データベースの導入状況
●新技術/データベースの未導入理由

■調査対象施設  （15府省庁、1,778自治体その他組合等が管理するインフラ）

国土交通省
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経済産業省 環境省 各省

文部科学省 厚生労働省 農林水産省

・普及啓発施設
・公文書管理施設

・交通安全施設
・警察通信施設

・福祉施設
・情報通信関係施設
・地方公共団体庁舎
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